
 

【参考】 令和 7 年 12 月 31 日以前 

◆延滞金の利率  

納期限の翌日から 

1 ヶ月を経過する日まで 

納期限の翌日から 

1 ヶ月を経過した日以降 

本則 7.3％ 14.6％ 

平成 12 年 1 月 1 日～平成 25 年 12 月 31 日 特例基準割合 14.6％ 

平成 26 年 1 月 1 日～令和 2 年 12 月 31 日 特例基準割合＋

1.0％ 

特例基準割合＋7.3％ 

令和 3 年 1 月 1 日～令和 7 年 12 月 31 日 延滞金特例基準 

割合＋1.0％ 

延滞金特例基準割合＋

7.3％ 

※ 特例基準割合は、財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の当該年の前々年 10 月

から前年９月までにおける平均に、1％を加算した割合です。 

※ 延滞金特例基準割合は、平均貸付割合（財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利

の当該年の前々年９月から前年８月までにおける平均）に、1％を加算した割合です。 

※ 特例基準割合（延滞金特例基準割合）が本則の割合を超える場合は、本則の割合とします。 

 

◆特例基準割合の推移 （令和 3 年 1 月 1 日以降は延滞金特例基準割合に変更） 

期間 割合 

平成 26 年 1 月 1 日～平成 26 年 12 月 31 日 1.9％ 

平成 27 年 1 月 1 日～平成 28 年 12 月 31 日 1.8% 

平成 29 年 1 月 1 日～平成 29 年 12 月 31 日 1.7% 

平成 30 年 1 月 1 日～令和 2 年 12 月 31 日 1.6% 

令和３年１月１日～令和３年 12 月 31 日 1.5% 

令和 4 年 1 月 1 日～令和 7 年 12 月 31 日 1.4％ 

 

◆延滞金割合の推移  

納期限の翌日から 

1 ヶ月を経過する日まで 

納期限の翌日から 

1 ヶ月を経過した日以降 

平成 26 年 1 月 1 日～平成 26 年 12 月 31 日 2.9％ 9.2％ 

平成 27 年 1 月 1 日～平成 28 年 12 月 31 日 2.8％ 9.1％ 

平成 29 年 1 月 1 日～平成 29 年 12 月 31 日 2.7％ 9.0％ 



平成 30 年 1 月 1 日～令和 2 年 12 月 31 日 2.6％ 8.9％ 

令和３年１月１日～令和３年 12 月 31 日 2.5％ 8.8％ 

令和４年１月１日～令和 7 年 12 月 31 日 2.4％ 8.7％ 

 

 ◇計算例１（令和 7 年中の場合） 

  税目：固定資産税・都市計画税 令和７年度第１期分 

金額：６１，５００円 

納期限：令和７年６月２日 

納付日：令和７年９月１日 

 

  ●延滞金算出の基礎となる期間 

  （１）年２．４％に係る期間 

      ６月３日～7 月２日（３０日間） 

（２）年８．７％に係る期間 

     ７月３日～９月１日（６１日間） 

 

  ●延滞金の計算 

  （１）６１，０００円×３０日×０．０２４/３６５日＝１２０円（１２０．３２８） 

  （２）６１，０００円×６１日×０．０８７/３６５日＝８８６円（８８６．９２３） 

  （１）＋（２）＝１２０円＋８８６円＝１，００６円 

   ⇒算出した延滞金額から１００円未満の端数（６円）を切り捨てます。 

したがって、延滞金は１，０００円となります。 

 

 

 ◇計算例２（令和 2 年中から令和７年中までの場合） 

  税目：市県民税（普通徴収） 令和２年度第２期分 

金額：２１８，０００円 

納期限：令和２年８月３１日 

納付日：令和７年３月１６日 

 

  ●延滞金算出の基礎となる期間 

  （１）年２．６％に係る期間 

      令和 2 年９月１日～令和２年９月３０日（３０日間） 

（２）年８．９％に係る期間 

令和２年１０月１日～令和２年１２月３１日（９２日間） 

（３）年８．８％に係る期間 

令和３年１月１日～令和３年１２月３１日（３６５日間） 

 

１，０００円未満の端数は切り捨てます 



（４）年８．７％に係る期間 

令和４年１月１日～令和７年３月１６日（１，１７１日間） 

 

 

  ●延滞金の計算 

  （１）２１８，０００円×３０日×０．０２６/３６５日＝４６５円（４６５．８６３） 

  （２）２１８，０００円×９２日×０．０８９/３６５日＝４，８９０円（４８９０．３６７） 

  （３）２１８，０００円×３６５日×０．０８８/３６５日＝１９，１８４円 

  （４）２１８，０００円×１，１７１日×０．０８７/３６５日＝６０，８４７円（６０，８４７．０

８４） 

（１）+（２）+（３）+（４）＝８５，３８６円 

⇒算出した延滞金額から１００円未満の端数（８６円）を切り捨てます。 

したがって、延滞金は８５，３００円となります。 

 

    ※延滞金特例基準割合を用いて計算する場合は、１円未満の端数は切り捨てます。 

また、年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても３６５日として計算します。 

 

１，０００円未満の端数は切り捨てます 


